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令和５年 
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本施設の利用手続きのうち、団体の通常予約による専用利用、個人による専用利用、個人による共用利用トレーニング室の 

利用についてお知らせいたします。 

詳細は、沼津市総合体館専用ホームページをご覧ください。 

【個人による専用利用、個人による共用利用について】 
沼津市総合体育館を４人以下で利用する場合は、個人利用となります。 
各諸室を貸切で利用する形態(個人による専用利用)と、各諸室の一部を共用して利用する形態(個人による共用利用)があります。 
※例：バスケットコート１面を利用する⇨専用利用 バスケットコート１面を複数のグループで利用する⇨共用利用 
ご利用手続きは、以下のとおりです。 

【団体の通常予約による専用利用について】 

本施設における団体とは、５人以上の集まり、法人、会社、個人事業主とします。 
団体で利用する場合の手続きは、以下のとおりです。 

ホームページ 

登録、予約等に関するお問い合わせ先 

沼津市総合体育館  
TEL: 055-928-5231 Mail：numadusogo@mizuno.co.jp 

【トレーニング室の利用について】 

ご利用手続きは、以下のとおりです。 

※トレーニング室利用のための初回講習会実施スケジュールと予約方法は、 

  沼津市総合体育館専用ホームページ等でお知らせいたします。 

団体構成員名簿 利用料金表 利用料金の支払いについて 団体登録 
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